
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力機関として 

登録しませんか？ 

２．協力機関は何をするの？ 

行方不明の事案があった場合、行方不明者の情報が市役所から協力機関にFAXやメールで送られます。 

情報を受けた協力機関は、業務に支障のない範囲で行方不明者を気にかけたり、本人を見かけた場合には警察に

連絡します。 

具体的な捜索活動を依頼するものではなく、可能な範囲での協力、情報提供をお願いしています。 

３．協力機関になるには？ 

市役所に申請し認定されることで協力機関として登録されます。「SOSネットワーク」のステッカーをお渡しし

ますので、事業所の入り口などに貼ってPRしましょう。 

高齢者見守り SOSネッ ト ワーク  

協力機関ステッ カー 

４．登録のお申込み・問合せ先 

野々市市健康福祉部介護長寿課 

１．野々市市高齢者見守り SOS ネットワークとは？ 

 

高齢者見守り SOS ネットワークには、 

みなさんの協力が必要です！ 

TEL:076-227-6067  FAX:076-227-6252 

 

高齢になるとともに、記憶力・判断力が低下し、道を間違えたり自分の家がわからなくなることがあります。 

「SOSネットワーク」は、事前に届けを出しておくことで、高齢者が実際に行方不明になった時に、地域の支援を

得て早期に発見するためのネットワークです。 



 

SOS協力機関・ほっとＨＯＴメールのみなさん 

 

連絡、協力 

家 族 

介護長寿課 
警 察 

協 

力 

捜 
索 

みなさんの声かけや 

情報提供により… 

無事、お家に帰ることが 

できました！ 

ＦＡＸ，メールで 

情報を発信 

日常業務の中で 

気にかけたり、 

注意を払う 

行方不明者発生！ 

まずは 110 番！ 


